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第１章 計画の基本的事項 
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 第１節 計画策定の趣旨                                           

 
「大量生産・消費・廃棄」を基調とした近年の経済活動やライフスタイルにより、廃棄物問

題が、多様化、増大し、また、地球温暖化など深刻な状況をもたらしています。これらの問

題を解決するため、社会の仕組みや日常生活を、できるだけ環境に負荷を与えない循環型の

社会制度に移行していくことが必要とされています。 

廃棄物は、環境に大きな負荷を与えている要因のひとつであるとともに、市民の日常生活

に直接関係しているため、重要な行政課題として適切に対応していく必要があります。 

 本市における平成２１年度の一般廃棄物の総量は、14,229ｔで、市民１人１日当たりのご

み排出量は、1,086g（うち家庭系ごみ 699g）となっています。秋田県民１人１日当たりのご

み排出量 983g（うち家庭系ごみ 690g）を上回っている状況にあります。 

近年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、容器包装リサイクル法等が廃棄物の諸問題に

応じて改正され、秋田県では、循環型社会形成推進計画が策定されています。法体制が整備

され、それに伴った諸計画の策定により、市民のごみの減量とリサイクル、環境保全や循環

型社会の構築への意識が高まっています。 

本市では平成１２年にごみ処理基本計画を策定して計画的にごみ処理を進めてきましたが、

廃棄物の現状や社会情勢の変化を踏まえつつ、さらに適切に対応していく必要があります。 

これまでの廃棄物対策に加え、環境への負荷を出来るだけ低減する循環型社会の構築に向

け、ごみ処理の基本的事項を定めるため、ごみ処理基本計画を改訂するものです。 
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 第２節 計画の概要                                                                  

 
（１）計画の位置づけ 

本計画は、第６次鹿角市総合計画及び第２次鹿角市環境基本計画を上位計画とし、ごみ処

理基本計画を策定します。 
なお、本計画では、一般廃棄物処理の基本的事項や指針を定めるものとし、実施に関する

事項は、毎年策定する鹿角市一般廃棄物処理実施計画において定めるものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）計画の期間 

 本計画の計画期間は、平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とします。なお、こ

の計画はおおむね５年ごとに見直しを行うほか、本市の廃棄物行政を取り巻く諸情勢の変化

に応じ適宜見直しを行うこととします。 
 

第６次鹿角市総合計画 

第２次鹿角市環境基本計画 

第２次鹿角市環境基本計画 鹿角市ごみ処理基本計画 

鹿角市一般廃棄物処理実施計画 

Ｐ（Ｐlan：計画） 

従来の実績や将来の予測などを 

基にした計画の策定 

Ａ（Ａction：処置・改善）

実施が計画に沿っていない部分を

調べて見直し 

Ｄ（Ｄo：実施・実行） 

 

計画に沿った遂行 

Ｃ（Ｃheck：点検・評価） 

 

実施が計画に沿っているかの確認
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第２章 ごみ処理の現状と課題 
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 第１節  ごみ処理の現状                                                 

 
（１） 収集運搬 

一般家庭から排出されるごみは、鹿角市では「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「資源化物」、「指

定不用品」の４区分に大分されます。このうち「資源化物」は、さらに、「金属類」、「ペット

ボトル」、「空ビン」、「古紙・ダンボール」、「廃蛍光管」、「廃乾電池」、「廃プラスチック」、「廃

食油」に細分されます。全体では、４区分１１分別としています。「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、

「資源化物」は、ステーション方式で収集しています。「指定不用品」、「廃蛍光管」は、春と

秋の年２回、「廃乾電池」は９月の年１回収集しています。自己搬入については、「可燃ごみ」、

「不燃ごみ」、を可としています。 
事業所から排出されるごみは、事業者自ら又は鹿角広域行政組合で許可した業者が収集運

搬し、市では収集を行っていません。 
 
 

収集回数 収集対象物 備　　　　考
○生ごみ○紙くず○繊維くず○木くず 生ごみは水切りを徹底
○皮製品○プラスチック、ビニール、ゴム 木くずは50ｃｍ以内に切断

○ガラスくず類○電球、小型家電類 板ガラス、刃物は紙等に包ん
○金属製工具、玩具○針金、釘、金物類 でから
○化粧品、薬品等空ビン

金属類 月２回 ○空　缶○金属製鍋及びふた○フライパン

ペットボトル 月２回 ＰＥＴのマークのついているものだけ

空ビン 月２回 キャップをはずして
古紙、段ボール 月２回 ○古新聞○古雑誌○ダンボール
廃蛍光管 年２回
廃乾電池 年１回

廃プラスチック ペットボトルのキャップ等

廃食油 月２回 家庭用廃食油

年２回

○スチール製のもの○自転車○スンーダン
プ　　○石油ストーブ○カーペット○掃除機
○扇風機○除湿機○マットレス○じゅうたん
○大型バック　　○大型プラスチック製のも
の

指定不用品として粗大ごみ

区　　　　　分

可燃ごみ 週２回

不燃ごみ 月１回

資
　
源
　
化
　
物
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（２）ごみ処理の状況 

平成２１年度のごみの総処理量は 14,229ｔとなっています。このうち、中間処理された量

は、12,324ｔ、再生業者へ直接搬入された量は 1,501ｔ、計 13,779ｔで、ごみ総処理量の 96.8％

を占めます。中間処理後に再生処理された量は、1,352ｔで、これに直接資源化量と集団回収

量を加えた 2,854ｔが総資源化量であり、最終処分量は 1,284ｔとなっています。 

 

可燃ごみ 直接最終処分量
7,330 401

不燃ごみ
197

資源ごみ 焼却施設
744 11,185

古紙類
384

廃蛍光、乾電池
12

指定不用品
51 計画処理量

中間処理量 資源化施設
12,324 891

可燃ごみ
3,668

資源（ビン、缶）
149

ダンボール
952

木くず
180

廃蛍光、乾電池
5

その他施設
金属類 248

119

直接搬入
391

自家処理
46

集団回収 直接資源化量
1 1,501

14,229
総資源化量

2,854

140
40

廃蛍光、乾電池
17

排出量 木くず

28

14,228
180

処理後再生使用量
1,352

総排出量

14,182
アルミプレス

可
燃
物
残
渣

不
燃
物
残
渣

70

カレット
322

段ボール
127

事
業
系

スチールプレス
146

ペットボトル
69

抽出金属

単位（ ｔ )
最終処分量

家
庭
系

1,284

焼却飛灰
743

溶融スラグ
334

金属類
47
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（３）ごみ排出量の推移 
ごみの排出量は、平成１８年度以降家庭系、事業系とも減少傾向にあります。 
１人１日当たりのごみ総排出量は、平成２１年度は 1,086ｇで、その内訳は、家庭系 699

ｇ、事業系 387ｇとなっています。平成１８年度以降減少傾向にあるものの、1,000ｇ台とな

っており、県平均を上回っています。 

 
○ ごみ排出量の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ １人１日当たりのごみ排出量の推移 

716 723 737 735 714 711 699

425 420 423 437 399 390 387

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

家庭系 事業系

( t ) 

( g ) 
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（４）資源化の状況 

鹿角市では、資源ごみとして収集されるものだけでなく、中間処理施設において資源化で

きるものを回収することにより、リサイクル率の向上を図っています。平成２１年度におい

て、直接資源化量 1,501ｔ、集団回収量１ｔ、処理後再生使用量 1,352ｔ、総資源化量は 2,854

ｔで、リサイクル率 20.1％となっています。 

 この他に、廃食用油のバイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）化や、ペットボトルキャップなど

の廃プラスチック油化実証試験など、新たなリサイクルシステム構築のための取り組みを進

めています。 
 
 ○ 資源化の推移 

  ※直接資源化（自家処理量を含む） 
  ※リサイクル率＝（直接資源化＋集団回収＋処理後再生使用量）÷ 総排出量 
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（５）最終処分量の推移と最終処分場の耐用年数 

最終処分量は、平成１５～１８年度間は 700ｔ台で推移し、増加傾向にありましたが、平

成２１年度は 541ｔとなっており、最も多い平成１８年度と比較すると３０％の減少となっ

ています。平成２１年度における最終処分場の埋立残余量は 10,524 ㎥となっており、現在の

水準で処分されると、埋立残余年数は約１３年間と推定されます。今後もごみの減量化によ

り、最終処分場の延命を図る必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( t ) 
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第２節  ごみ処理の課題                                                 

 
（１）ごみの排出抑制 

 市民のごみ処理やリサイクルへの理解度は高まっているものの、1 人 1 日あたりのごみ排

出量は緩やかな減少にとどまっています。事業系ごみの排出量も減少傾向にありますが、ご

みを適正に処理する事業活動の徹底を図る必要があります。 
 ごみを出さないライフスタイル、事業活動へ転換していくため、市民・事業所・市のそれ

ぞれが果たすべき役割を明確にし、互いに連携し合いながらごみ減量を進めていく推進体制

を構築する必要があります。 
 
 
（２）分別・リサイクル 

ごみの分別意識の高まりから、リサイクル率は上昇傾向にありますが、秋田県の廃棄物処

理計画の平成２２年度リサイクル率目標 24.1％には及んでいない状況になっています。 

 近年のリサイクル技術の向上により、様々な資源が再利用可能になってきています。リサ

イクル率の向上のため、引き続きごみの分別徹底を啓発するとともに、現在、市で焼却処分

しているプラスチック製容器包装など、再資源化については、今後も検討していく必要があ

ります。 

 
 
（３）収集運搬・処理 

収集については、分別の区分ごとに収集形態、収集体制、収集回数、収集運搬量などにつ

いて検討し、適切な収集を行う事が可能な体制を確保する必要があります。 
運搬については、鹿角市の地勢及び人口分布に応じて効率的な運搬を行うことができるよ

う、運搬車の配車体制の整備する必要があります。併せて、地球温暖化対策等の視点から、

収集車両の低公害化を推進する必要があります。 
処理については、中間処理・最終処分におけるごみの発生抑制、再生利用の促進と効果の

検証、分別区分の変更等を勘案し、ごみの減量化を図る必要があります。 
中間処理については、焼却施設（溶融処理）から発生する溶融スラグ（※）の適正な処理

及び再利用に関する供給拡大を図る必要があります。このため中間処理施設の適正な運転管

理に努め、計画的な整備を実施していきます。今後も、地域の社会性、地理的な特性を考慮

しつつ適正に中間処理施設を管理・運営し、広域的な処理への対応が必要です。 
 
 
※ 溶融スラグ 

焼却灰等を高温（1,300℃以上）で溶融したものを冷却し、固化させたもの。近年では建設・土木資

材としての積極的な活用が進められている。 
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第３章 ごみ処理基本計画 
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第１節  ごみ処理の基本理念と基本方針                                      

 
（１）基本理念 

市民・事業者・市の連携により、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式や経済活動を

見直し、廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、適正処理を進め、環境への負荷を可能な限

り低減するとともに、持続可能な循環型社会の構築を目指します。 
 
 
 
 
 
 

 

（２）基本方針 

基本理念に基づき、循環型社会を構築するため、今後の廃棄物対策における３つの方針を

定めます。 
 

①市民、事業者、市（鹿角広域行政組合）の共動による廃棄物対策の推進 

 廃棄物の減量化、再資源化を進めるためには、自らの役割を認識して行動することが

不可欠です。 
 市民、事業者、市の責務を明確にし、わかりやすい目標のもと、工夫と協力をしあい

ながら、ごみの減量化、再資源化に取り組みます。 

 
②ごみの減量化と再資源化の推進 

 市民、事業者がごみの減量化、再資源化へ参加しやすい取り組みを構築します。 
 また、取り組みの結果を公表することにより、進捗度合の把握や評価に活用します。 

 
③環境保全に配慮したごみ処理、まちづくりの推進 

 市民、事業者などの積極的な環境美化活動を図り、安全できれいなまちづくりを推進

します。 
 
 

基本理念 

 市民・事業者・市の共動により循環型社会を構築します 



- 15 - 

（３）役割分担 

市民、事業者、市（鹿角広域行政組合）の担う役割を以下のとおり整理し、施策や取り組

みの円滑な推進を図ります。 
 
◆市民の役割◆ 

排出者としての責任 
・一人ひとりがごみの排出者としての自覚と責任をもち、ごみを出さない生活様式に見直し

ます。 
・分別収集のマナーの遵守や各種施策への参加など、ごみの減量化、適正処理に向けた取り

組みに協力します。 
 
◆事業者の役割◆ 

排出者としての責任 
・自己処理責任の原則のもと、ごみの排出者としての自覚と責任を持ち、ごみを出さない事

業活動へと見直します。 
・ごみの減量化とともに、廃棄物の管理徹底と適正処分に努めます。 
 
生産者としての責任 
・生産、流通、販売等の各段階で、商品やサービスがごみにならないような工夫します。 
・資源物や処理困難物の率先した回収に努めます。 
 
◆市（鹿角広域行政組合）の役割◆ 

ごみを出さないための仕組みづくり（市） 
・３Ｒ運動（※）を推進します。 
・市民・事業者が参加できるシステムの構築を図ります。 
 
各主体のコーディネート（市） 
・市民・事業者の取り組みのコーディネーターとしての役割を果たします。 
 
安全で効率的な収集運搬、適正処理・処分（広域行政組合） 
・環境負荷低減に向けた収集運搬、処理・処分を行います。 
・安全で効率的なシステムの構築と運用を図ります。 
 
排出者としての責任 
・ごみを出さない事業の推進に努めます。 
※ ３Ｒ運動 

「Reduce（リデュース）：ごみの発生抑制」、「Reuse（リユース）：再使用」、「Recycle（リサイクル）：

再資源化」 
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第２節  ごみ処理排出量の予測と数値目標                              

 
施策を実施するにあたり、ごみ減量化と再資源化について、将来の予測を踏まえて、次の

とおり目標とする指標を定めます。 
なお、目標とする指標を達成するために、計画の中間年である平成２７年度の中間目標を

設定し、進行管理、事業評価を行い、必要に応じて計画目標を見直します。 
 
（１）ごみ減量化の将来予測と目標とする指標  

① 市民１人１日あたりごみ排出量 
平成２１年度（基準）   平成２７年度 平成３２年度 

１，０８６ｇ 
将来予測 １，０８４ｇ １，０７１ｇ 
目 標 値 １，０５４ｇ １，０１９ｇ 

 
平成２１年度（基準年）に対して 

平成２７年度 ３５ｇ（ ５％）削減 
平成３２年度 ６９ｇ（１０％）削減 

 
② ごみの総排出量 

平成２１年度（基準）   平成２７年度 平成３２年度 

１４，２２９ｔ 
将来予測 １２，７５０ｔ １１，５００ｔ 

目 標 値 １２，４００ｔ １０，９５０ｔ 

 
平成２１年度（基準年）に対して 

平成２７年度 １，８２９ｔ（12.9％）削減 

平成３２年度 ３，２７９ｔ（23.1％）削減 

 
③ 最終処分量 

平成２１年度（基準） 

 
 平成２７年度 平成３２年度 

５４１ｔ 
将来予測 ４０８ｔ ３１１ｔ 
目 標 値 ３９７ｔ ２９６ｔ 

    
平成２１年度（基準年）に対して 

平成２７年度 １４４ｔ（26.6.%）削減 

平成３２年度 ２４５ｔ（45.3％）削減 
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（２）再資源化の将来予測と目標目標とする指標  

① 総資源化量 
平成２１年度（基準）   平成２７年度 平成３２年度 

２，８５４ｔ 
将来予測 ２，２０９ｔ ２，１２８ｔ 
目 標 値 ２，７２８ｔ ２，６２８ｔ 

 
② 再資源化率 

平成２１年度（基準）   平成２７年度 平成３２年度 

２０．１％ 
将来予測 １７．３％ １８．５％ 
目 標 値 ２２．０％ ２４．０％ 

 
 

平成２１年度（基準年）に対して 

平成２７年度 ＋１．９％ 

平成３２年度 ＋３．９％ 
 
 
 
 ◆目標とする指標の一覧 

区 分 
現 状 計 画 

平成２１年度 平成２７年度 平成３２年度 

ごみ総排出量 １４，２２９ｔ １２，４００ｔ １０，９５０ｔ

１人１日あたりのごみ

排出量 
１，０１９ｇ １，０５４ｇ １，０１９ｇ

総資源化量 ２，８５４ｔ ２，７２８ｔ ２，６２８ｔ

再資源化率 ２０．１％ ２２．００％ ２４．００％

  

人口 ３５，８９８人 ３２，２３２人 ２９，４２９人

  ※ 人口推計は、住民基本台帳ベースの推計人口 
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第３節 目標達成に向けた施策と展開                                 

 
 

施策１ ごみの減量化と適正処理を推進します 

 
 
① ごみの発生抑制の推進 

 ○ ごみ減量化に対する市民や事業者の意識向上と、ごみ減量行動を喚起する啓発活動を推

進します。 
 ○ 市民、事業者と連携・協力しながら、包装の簡素化、マイバッグの持参などを推進しま

す。 
 ○ 事業者、市民にごみになりにくい商品の販売や利用を呼びかけていきます。 
 ○ グリーン購入（※）運動を進め、再生紙など再生材料で作られた製品の利用拡大を推進

します。 
 
② 排出ルールの徹底と不法投棄の防止 

 ○ ごみの分別や排出方法の指導など、排出ルールの徹底を図っていきます。 
 ○ 不法投棄監視員などの不法投棄監視体制の強化とともに、関係機関との連携を図りなが

ら、不法投棄の防止対策を進めます。 
 ○ 環境美化に向けたクリーンアップ活動を積極的に普及・推進します。 
 
③ 事業者の適正なごみ処理の推進 

 ○ 事業者による自己回収処理を前提とした処理ルートの構築を求めます。 
○ 処理困難なごみや排出禁止物の適正な処理ルートの確保を求めます。 

 ○ ごみを多量に排出する事業者を中心に、減量のための指導・助言を行います。 
 
④ ごみ処理費用の負担のあり方の検討 

 ○ ごみ処理費用の負担のあり方を検討していきます。 
 ○ 粗大ごみの有料戸別収集など、より効果的かつ適正な料金の徴収方法、処理手数料につ

いて研究していきます。 
 
 
※ グリーン購入 

製品やサービスを購入する際に、省エネ型のものやリサイクル可能なものなど、環境に配慮したも

のを優先的に選択すること。 
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① 再使用の推進 

 ○ リターナブル容器や詰め替え商品の使用を呼びかけ、再使用の普及・拡大を図ります。 
 ○ 再生利用品の周知、展示など、ＰＲの機会の充実を図ります。 
 
② 再資源化の推進 

 ○ 缶、びん、古紙、ペットボトルなど資源化物の分別徹底を呼びかけ、回収資源化物の質

と再資源化率の向上を図ります。 
 ○ 廃食用油の回収をＰＲし回収量の拡大、ＢＤＦ（※１）の普及を図ります。 
 ○ 廃プラスチックの油化リサイクルシステムの構築を目指します。 
 ○ こでん（小型電子電気機器）（※２）の回収を継続します。 
 ○ 廃家電のリサイクルについて、一層の普及・啓発を図ります。 
 
③ リサイクル事業に関する調査・研究 

 ○ 効果的で安定的なリサイクルの仕組みを構築するため、新たなリサイクル事業に関して

調査・研究を進めます。 
 
④ 市民・事業者による主体的リサイクルの推進 

 ○ 資源の集団回収活動など、市民や事業者が主体的にリサイクルに参加しやすい仕組みづ

くりを検討します。 
○ リサイクルに取り組むための指導、助言を行います。  

 ○ 地域や自治会のリサイクル活動を支援します。 
 
 
※１ ＢＤＦ（Bio  Diesel Fuel） 

 菜種油・ひまわり油・大豆油・コーン油などの生物由来の油や、各種廃食用油（てんぷら油など）

からつくられる軽油代替燃料（ディーゼルエンジン用燃料）の総称。 

 

 

※２ こでん（小型電子電気機器） 

 県内各自治体等が設置している回収ボックスの投入口（２５ｃｍ×１５ｃｍ）を通過する、小型の

電子電気機器。携帯電話、基板、デジタルカメラ、ビデオカメラ、各種ケーブルなど。それらに含ま

れる希少金属類を再資源化することにより、資源の有効活用が図られる。 

 
 
 

施策２ 資源循環型のシステムを構築します 
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施策３ 廃棄物処理施設を適正に整備します 

 
 
① 溶解スラグストックヤード（※）の建設 

 ○ 溶解スラグの資源化に向けて、有効利用を促進するため、ストックヤードを建設します。 
 

② 処理施設の適正な管理運営 

 ○ 安全で安定した廃棄物の処理及び再利用のため、計画的に処理施設の適正な管理及び整

備を進めます。 
 ○ ごみ処理施設からのダイオキシン類など有害化学物質の排出をより一層低減するため、

適正な運転管理を行います。 
 
③ 最終処分場の延命化と次期処分場の調査・研究 

 ○ 最終処分量の減少や適正な管理運営により、最終処分場の延命化を図るとともに、次期

最終処分場の候補地を調査・研究します。 
 
 
※ ストックヤード 

一時保管所のこと。 
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施策４ 環境学習を推進します 

 
 
① 市による率先的な取り組みの推進 

 ○ 市が、市民や事業者の模範となるよう、再生品の利用やごみの排出抑制、リサイクルな

どの取り組みを進めます。 
 
② 市民・事業者が気軽に参加できる学習の場の提供 

 ○ 学習会や各種イベントの開催により、市民、事業者がごみ問題やその取り組みなどにつ

いて、気軽にふれ、考え合える場を提供します。 
 ○ 出前講座や学習会、各種広報媒体等を通じ、市民や事業者にごみに関する情報を積極的

に提供し、ごみ減量、リサイクル等の実践行動を促進します。 
 ○ 教育機関と連携を図り、学校教育の場でのごみ減量・リサイクルの啓発を行います。 
 
③ 人材と組織づくりの推進 

 ○ 市民・事業者・市民団体等が、環境活動の企画立案から事業化まで、自主的に取り組む

ことができるような人材育成や組織づくりを推進します。 
 
④ 施策への市民参加の促進 

 ○ ごみの排出抑制、再資源化等、施策の推進にあたっては、市民や事業者の意見を聞くな

ど、市民参加型による施策の立案を図ります。 
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平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度

ごみ減量行動の喚起 　

マイバッグ持参運動、グリーン購入の推進

ごみ排出ルールの徹底

不法投棄の未然防止

クリーンアップの普及・推進

事業者の処理ルートの構築

ごみを大量に排出する事業者への指導・助言

ごみ処理費負担の検討

粗大ごみの有料化の調査、検討

再使用の普及拡大を図る

再生利用品の周知

資源化物の分別徹底

リサイクルの普及拡大を図る

リサイクルの仕組みづくりのための調査・研究

市民・事業者が主体となった活動の推進

リサイクル活動への支援

溶解スラグの再資源化のための施設整備 旧ごみ焼却施設解体含む

処理施設の適正な管理運営

最終処分場の延命化と次期処分場の調査・研究 最終処分場の延命化、係る調査・研究

施策への市民参加の促進
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施策４

環境学習を推進します
③

②

施策３

廃棄物処理施設を適正に整備します

③

快適環境まちづくり市民会議

エコライフ実践講座など

市民参加型の施策の立案

ごみの排出抑制、リサイクルなどの推進

学習の場の提供

事業者の適正なごみ処理の推進

処理施設の適正な管理運営

①

地域の環境活動等のリーダーとなる人材の育成

ごみの発生抑制の推進

②

排出ルールの徹底と不法投棄の防止②

再使用の推進①

事　　　　　業　　　　　実　　　　　施

鹿角市のごみ処理計画推進の施策一覧と推進スケジュール

溶解スラグストックヤードの建設

④

③

施策の概要

④ 市民・事業者による主体的なリサイクルの推進

施策項目

事　　業　　計　　画

備　　考番号 施策の名称等

ごみ処理費用の負担のあり方の検討

④

①

人材と組織づくりの推進

③ リサイクル事業に関する調査・研究

①

施策１

ごみの減量化と適正処理を推進します

エコライフ実践講座など

学習会やイベントの開催、情報の提供、教育機関
との連携

市による率先的な取り組みの推進

施策２

資源循環型のシステムを構築します

② 再資源化の推進

事　　業　　実　　施

事　　業　　実　　施

指導・助言

調　査

粗大ごみ戸別収集の検討

普及啓発

粗大ごみ有料化試行・実施

事　　業　　実　　施

事　　業　　実　　施

分別区分の調査・検討

普及啓発・段階的変更

事　　業　　実　　施

現有施設の解

体・ダイオキシ

設計・建設

適　正　な　管　理　運　営

最終処分場の適正な運営

次期最終処分場に係る調査・研究

事　　業　　実　　施

事　　業　　実　　施

事　　業　　実　　施

事　　業　　実　　施

ストックヤードの利活用
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